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○会津美里町空家等除却推進事業補助金交付要綱 

令和６年３月29日告示第77号 

会津美里町空家等除却推進事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、居住環境の整備改善を図るため、不良度の高い空家等の除却を行う者に

対し予算の範囲内において補助金を交付することに関し、住宅地区改良事業等対象要綱（平

成17年８月１日国住整第38－２号）及び会津美里町補助金等の交付等に関する規則（平成17

年会津美里町規則第44号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 特定空家等 特定空家等の対象については、各号のいずれかに該当するものとする。 

ア 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「空家法」とい

う。）第２条第２項に規定する特定空家等（ただし、自主的対応が可能な者に対する空

家法第22条第３項に規定する命令に係る部分を除く。）で町長が認定したもの 

イ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第43条の規定に適合しない無接道敷地又はおお

むね75平方メートル未満の狭小敷地その他単独での活用が困難である敷地に立地する空

家等で、当該空家等の隣接地の所有者等が取得したものであって、以下に該当するもの 

（ア） 隣接地と当該空家等の敷地内の統合後の敷地を、自らの居住等の用に供し適切

に10年以上管理するもの又は空家等対策計画その他地域まちづくりに関する計画等に

位置づけられた取組に活用するもの 

（イ） 除却に要する費用（除却のために必要となる調査設計計画費等を含む。）が公

的な方法により算定した売買想定価格を上回るもの 

(２) 不良住宅 住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第２条第４項に規定する不良住宅

（災害により著しく損壊し建築物でなくなった住宅を含む。）。ただし、そのまま放置す

れば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれ

のある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その

他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められ

るものであり、別表第１の「空家等に係る判定票」（外観目視により判定できる項目）に

おいて、町職員数名と有資格者等で行う判定で合計平均100点以上であるもの。ただし、

平均点数に対して30パーセント以上の差異があるものについては、当該判定票を除外し、

残りの判定票の合計平均点数で判定する。 

(３) 空家住宅等 空家法第２条第１項に規定する空家等であって、次の各号のいずれかに

該当するもの 

ア 除却後の跡地が、地域活性化のために地元行政区等へ10年以上無償貸与されるものか

つ同期間以内に譲渡又は譲与されないもの 

イ 全部若しくは一部が豪雪により被害が生じた又は見込まれるもの 

(４) 所有者 補助対象空家の登記事項証明書に所有権を有する者として登録されている者。

ただし、補助対象空家が未登記の場合は、固定資産課税台帳に所有者として記録されてい

る者 

(５) 除却事業者等 建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定により一般建

設業の許可を受けた事業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年
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法律第104号）第21条第１項の規定により登録を受けた解体工事業者をいう。 

（補助対象空家等） 

第３条 補助金の交付の対象となる空家等（以下「補助対象空家」という。）は、特定空家等、

不良住宅及び空家住宅等のうち、各号いずれにも該当するものとする。 

(１) 町内に存する１年以上使用されていない空家であること。だだし、空家が共同住宅の

場合は、全戸が１年以上使用されていないものであること。 

(２) 空家の床面積の２分の１以上が居住の用に供されていたものであること。 

(３) 所有者又は相続人等が、同一敷地内又は隣接するとみなされる敷地に居住の実態がな

いこと。 

(４) 主たる構造が木造又は鉄骨造であること。 

(５) この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする目的で故意に破損させたものでない

こと。 

(６) 個人が所有する空家であること。 

(７) 抵当権その他の所有権以外の権利が設定されていない空家であること。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、補助事業

を行う者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 所有者 

(２) 所有者の相続人 

(３) その他町長が補助対象と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。 

(１) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付決定を受けている者 

(２) 補助対象空家が複数人の共有である場合又は所有者の相続人が複数人である場合にお

いて、次のア又はイに該当する者 

ア 当該補助対象空家の除却について、所有者全員又は相続人全員の同意を得ていない者。

ただし、やむを得ない事情により所有者全員又は相続人全員の同意を得ることができな

い場合は、この限りではない。 

イ 既に他の共有者又は相続人による補助金の交付決定を受けている者 

(３) 補助対象空家の所有者と補助対象空家が所在する土地の所有者が異なる場合において、

当該土地所有者から除却の同意を得ていない者 

(４) 本町の町税に滞納がある者 

(５) 会津美里町暴力団排除条例（平成24年会津美里町条例第11号）第２条第２号に規定す

る暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等に該当する者 

（補助対象工事に係る事業者等） 

第５条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、補助対象者が

町内に事務所を有する除却事業者等に発注する工事であって、除却で発生する産業廃棄物等

を適切に処分する工事とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。 

(１) 他の補助金の交付を受けようとする工事 

(２) 同一敷地内に存する全ての家屋を除却しない工事 

(３) 空家の建替えを目的とした工事 

（補助対象経費） 
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第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各号に掲

げる除却に要する費用とし、登記事項証明書又は固定資産の登録証明書に記載された床面積

１平方メートルにつき木造住宅で３万1,000円、非木造住宅で４万4,000円を限度とする。 

(１) 空家の解体に要する工事費 

(２) 空家の解体により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 

(３) 周囲への安全を確保する上で、空家の解体及び廃材等の処分に付随して行うことが適

当であると認められる工事等に要する経費 

(４) 前３号に掲げるもののほか、家財道具、車両、門、塀、立木等の除却に要する費用を

除いた空家の解体に要する諸経費 

（補助金の額等） 

第７条 補助金の額は、補助対象工事に要する事業費（以下、「補助対象事業費」という。）

の２分の１以内とし、補助の限度額は別表第２に定めるところによる。 

２ 前項の規定により算出した補助金額に１千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。 

（事前調査） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付を申請する前に、空家等除却推進

事業補助金事前調査申込書（様式第１号）に位置図及び外観写真を添付し、当該空家が補助

対象空家に該当するか否かの調査を町長に申し込むものとする。 

２ 町長は、前項の規定による申込みがあったときは調査を行い、その調査の結果を空家等除

却推進事業補助金事前調査結果通知書（様式第２号）により前項に規定する申込者に通知す

るものとする。 

（交付の申請） 

第９条 前条第１項に規定する申込者（以下この条において「申込者」という。）は、当該空

家が補助対象空家に該当したときは、同条第２項の通知があった日から30日以内に空家等除

却推進事業補助金交付申請書（様式第３号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出

しなければならない。 

(１) 誓約書（様式第４号） 

(２) 確約書（様式第５号）（所有者又は相続人が複数人いる場合に限る。） 

(３) 事業計画書（様式第６号） 

(４) 地元行政区等との除却後の跡地利用に関する協議書の写し（様式第７号）（第２条第

１項第３号に係る申請の場合に限る。） 

(５) 除却後の土地に関する同意書（様式第８号）（土地所有者が補助対象者と異なる場合

に限る。） 

(６) 工事見積書の写し（内訳明細の付いたもの） 

(７) 土地及び家屋の登記事項証明書 ただし、直近３か月以内のもの（未登記の場合は、

固定資産の名寄帳） 

(８) 納税証明書 ただし、直近３か月以内のもの（課税なしの場合は証明願でも可） 

(９) 第４条第２項に該当する場合は、相続人であることを証明できる書類（所有者及び相

続人の戸籍謄本又は除籍謄本等） 

(10) その他必要と認める書類 

２ 申込者は、前項の規定による期間を正当な理由がなく経過したときは、補助金の交付の申

請を行うことができない。 
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（交付決定） 

第10条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し補助金を交付すべ

きと認めるときは、規則第７条に関わらず空家等除却推進事業補助金交付決定通知書（様式

第９号）により通知するものとする。 

（軽微な変更の範囲） 

第11条 規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変

更とする。 

(１) 補助対象経費の総額の100分の20以内の変更 

(２) 事業計画の細部の変更であって、補助金の額に変更を伴わない変更 

（交付の条件） 

第12条 規則第６条第１項第５号に規定するその他別に定める事項は、次に掲げるとおりとす

る。 

(１) 補助対象工事が完了した後の敷地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理

に努めること。 

(２) 補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業

が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保存すること。 

（実績報告） 

第13条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、当該完了の日から30日以内又は補助

対象工事の完了の日の属する年度の２月末日のいずれか早い日までに、空家等除却推進事業

実績報告書（様式第10号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならな

い。 

(１) 補助対象工事に係る工事請負契約書等の写し 

(２) 補助対象工事に係る工事写真（施工前、工事施工状況及び施工完了後の撮影年月日が

記載されているもの） 

(３) 補助対象工事に係る請求書及び領収書の写し（内訳明細が付いたもの） 

(４) 産業廃棄物等の処分状況が確認できる書類 

（額の確定） 

第14条 町長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、これを審査し、工事の成果が

補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補

助金の額を確定し、速やかに規則第15条に規定する補助金等交付額確定通知書により補助対

象者に通知するものとする。ただし、補助金の交付決定額が確定額と同額の場合は、補助事

業者に対する確定通知を省略することができる。 

（補助金の請求） 

第15条 補助対象者は、前条に規定する通知を受けたとき、又は確定額が交付決定額と同額の

場合は、規則第16条の規定により町長に補助金の交付を請求するものとする。 

２ 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助対象者に対して請求のあった日

から30日以内に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けた場合 

(２) 補助金を他の用途に使用した場合 
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(３) この要綱の規定に違反した場合 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消したときは、補助事業

者に対し、空家等除却推進事業補助金交付決定取消通知書（様式第11号）により通知するも

のとする。 

（補助金の返還） 

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、

その取消しに係る補助金を既に交付されている場合は、補助事業者に対し、空家等除却推進

事業補助金返還命令書（様式第12号）により期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させ

ることができる。 

（その他） 

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和７年３月31日限り、その効力を失う。 

附 則（令和５年３月28日告示第45号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則（令和６年３月29日告示第77号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日より施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の会津美里町空家等除却推進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以

後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前

の例による。ただし、改正前の第２条第２号の規定は、適用しないものとする。 

３ この要綱の施行の際、現にあるこの要綱の改正前の様式により使用されている書類は、こ

の要綱による改正後の様式によるものとみなす。 
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別表第１（第２条関係） 

 

別表第２（第７条関係） 

区分 補助限度額 

第２条第１号 1,000,000円 

第２条第２号 1,000,000円 

第２条第３号  500,000円 
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様式第１号（第８条関係） 

 



8/21 

様式第２号（第８条関係） 
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様式第３号（第９条関係） 
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様式第４号（第９条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 
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様式第６号（第９条関係） 
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様式第７号（第９条関係） 
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様式第８号（第９条関係） 
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様式第９号（第10条関係） 
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様式第10号（第13条関係） 
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様式第11号（第16条関係） 
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様式第12号（第17条関係） 

 


